
空 家

通 信

特報

下諏訪町 3205-10  10:00~17:00 ( 火曜～土曜 )

0266-78-9110

akiya@town.shimosuwa.lg.jp

下諏訪町空き家相談窓口

ミーミーセンタースメバ

Sh
im

osu
wamachi chiikiokoshi kyouryo

ku
ta

i 03
2025

増え続ける空き家

町内の空き家は 700 軒！

町内に空き家、何軒あるかご存じでしょうか？令和 5

年度の町の調査では、なんと、700軒もの推定空き

家があることが分かっています。町に空き家が

増えると、災害時に倒壊・崩落・火災により近隣

を巻き込んでしまう可能性があること、景観の

悪化によりさらに過疎化が進んでしまうこと、

犯罪者の拠点や犯罪発生場所となり、町の治安

が悪化してしまうことなど、町に対して様々な

リスクがございます。町の人口減少が続いてい

ることから、対策をしなければ今後も空き家が

増え続けることが予想されます。空き家で問題

なのは、空き家が空き家のまま放置されてしま

うことです。空き家情報バンクに掲載された物

件の約 65％が成約に結びついていることからも

空き家のニーズは十分あり、放置期間が短い物

件ほど売れる確率が高いです。売却だけでなく、

改修して活用・賃貸・解体・処分など様々なアプ

ローチがございますので、一度ご相談ください！

( 地域おこし協力隊　一級建築士　濱野みのり）

空き家の発生原因は、半分以上が相続によるもの。自

宅を空き家にしないためには「誰に財産を託す」か、

話し合っておくことが重要です。平均寿命と健康寿命

には約十年の差があります。病気になって施設に入る

こととなり、自宅が空き家となってしまっても、相続

信託者（財産保有者）と受託者（信頼できる親族など）

が信託契約を結び、財産管理を託すことができる制度

するまでは家を貸したり売ることはできません。「民

事信託契約」を結んでいれば相続前に売却や活用が可

能となり、信託者の意思を尊重することができます。

お役立ち空き家制度情報

将来自宅を空き家にしないために『民事信託制度』

民事信託制度

そのお家、誰に託しますか？

町の推定空き家数と推定空き家率
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平成 30年度調査

空き家数 640軒

空き家率   6.7%

令和 5年度調査

空き家数 700軒

空き家率   7.2%




